
イラク戦争 21年シンポジウム 

ガザ攻撃に揺れる世界と平和的生存権 

 

日 時 2024年３月 20日（祝・水）14：00～16：30（13：30開場） 

会 場 オンライン（ZOOM） 

    専修大学神田キャンパス 10号館４階 10041教室 

主 催 イラク戦争の検証を求めるネットワーク 

共 催 あけび書房/ 清末愛砂室蘭工業大学研究室/市民社会フォーラム 

賛 同 ベテラン・フォー・ピース・ジャパン/許すな！憲法改悪・市民連絡会 

 

【プログラム】 

14：00～ 基調報告 志葉玲さん（イラク戦争の検証を求めるネットワーク事務局長）  

14：15 パネル報告 

「イラクの現地報告」高遠菜穂子さん（イラク人道支援ボランティア） 20分 

「ガザ攻撃と平和的生存権」清末愛砂さん（室蘭工業大学教授） 30分  

「イラク戦争 21年と日本の安全保障」柳澤協二さん（元内閣官房副長官補） 30分 

15：35休憩 

15：45 パネル討論・質疑応答 

16：30 閉会（延長あり） 

 

【開催趣旨】 

 開戦したアメリカ政府も「間違った戦争」だと認めているイラク戦争から 21年目とな

る３.20に、ガザ攻撃など各地での紛争に揺れる今、日本国憲法前文でうたう平和的生存

権の理念をもつ我が国の責務と役割を考えるためのシンポジウムを開催します。 

 国際人道法違反のガザ攻撃をイスラエルの「自衛権」として擁護するアメリカの立場に

事実上追随している岸田政権は、国連憲章違反のイラクへの侵略戦争を支持した小泉政権

と同じく、米国の「二重基準」に追随し戦争に加担していると言っても過言ではありませ

ん。 

「政治とカネ」問題で政権交代の機運も高まる今、平和的生存権に基づく自主的な平和外

交と安全保障政策への転換に向け、ガザ即時停戦とイラク戦争検証を求める意義を皆さん

と考えます。 

 



20
24

/3
/2
0 1

ガ
ザ
攻
撃
と

平
和
的
生
存
権

清
末
愛
砂

（
室
蘭
工
業
大
学
大
学
院
教
授
／
北
海
道

パ
レ
ス
チ
ナ
医
療
奉
仕
団
メ
ン
バ
ー
）

2
0
2
4
年
3
月
2
0
日

イ
ラ
ク
戦
争
2
1
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

ガ
ザ

攻
撃
に
揺
れ
る
世
界
と
平
和
的
生
存
権

ガ
ザ
情
勢
を
理
解
す
る
う
え
で
、
何
よ
り
も
理
解

し
て
お
く
べ
き
こ
と

ガ
ザ
が
占
領
下
で
長
年
封
鎖

さ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
下

に
あ
る
事
実
。

始
点
は
2
0
2
3
年
1
0
月
7
日
の
ハ
マ
ー
ス
主
導
の

越
境
攻
撃
で
は
な
い
。

「
反
撃
」
の
側
面
を
理
解
す
る
必
要
性
。

•
3
6
5
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
＆
人
口
約
2
3
0
万
人

•
住
民
の
約
7
0
％
が
1
9
4
8
年
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
の
過
程
で
故
郷
を
追
放
さ
れ
た
難
民

￭
難
民
が
住
民
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
い
う
「
異
常
性
」

￭
難
民
の
「
収
容
所
」
・
ガ
ザ
と
い
う
巨
大
な
「
難
民
キ
ャ
ン
プ
」

￭
人
口
密
度
が
極
め
て
高
い
（
例
：
北
部
の
ジ
ャ
バ
リ
ヤ
難
民
キ
ャ
ン
プ
）

•
封
鎖
：
野
外
監
獄
（
天
井
の
な
い
監
獄
）
、
人
の
移
動
や
物
資
の
搬
送
の
大
幅
制
限
、
経
済
活
動
の
自
由

の
侵
害
。
開
発
を
意
図
的
に
妨
害
す
る
こ
と
で
、
生
活
の
営
み
自
体
が
不
可
能
な
状
態
を
作
り
出
す
。

•
住
民
の
多
数
が
貧
困
線
以
下
の
生
活
を
送
る
：
国
際
機
関
等
か
ら
の
援
助
に
頼
る
こ
と
の
屈
辱
＆
占
領
ビ

ジ
ネ
ス
問
題
（
イ
ス
ラ
エ
ル
市
場
の
活
用
）
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
国
際
法
上
の
責
務
の
肩
代
わ
り
問
題
。

•
高
い
失
業
率
、
と
り
わ
け
若
者
（
6
0
%
か
ら
7
0
%
と
も
い
わ
れ
る
）

•
水
不
足
＆
燃
料
不
足
＆
電
気
不
足
：
下
水
処
理
問
題
の
発
生
＆
汚
染
水
に
よ
る
感
染
症
そ
の
他
の
病
気

•
定
期
的
に
行
わ
れ
る
苛
酷
な
軍
事
攻
撃
：
封
鎖
に
よ
り
逃
げ
場
な
し
。
西
岸
の
占
領
問
題
（
入
植
地
の
拡

大
等
）
か
ら
目
を
遠
ざ
け
る
こ
と
も
一
つ
の
目
的
（
戦
略
）
。

3

ガ
ザ

O
C
H
A
（
国
連
人
道
問
題
調
整
事
務
所
）
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ
り

ゲ
ー
ト
×
6
か
所

1
か
所
は
エ
ジ
プ
ト
の
管

理
下
。
残
り
は
す
べ
て

イ
ス
ラ
エ
ル
の
管
理
下
。

1
2

3
4
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講
演
者
撮
影

ガ
ザ
封
鎖
の
歴
史
(
参
考
）

•
1
9
9
3
年
：
ガ
ザ
地
区
を
包
囲
す
る
フ
ェ
ン
ス
の
建
設
開
始

•
2
0
0
4
年
5
月
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
大
攻
撃

•
2
0
0
6
年
パ
レ
ス
チ
ナ
評
議
会
選
挙
：
ハ
マ
ー
ス
主
導
の
政
権
（
自
治
政
府
）
が
誕
生

•
2
0
0
7
年
～
：
人
の
移
動
の
著
し
い
制
限
。
食
糧
や
物
資
の
搬
入
制
限
→
国
際
法
違
反
の
「
集
団
懲
罰
」

•
2
0
0
8
年
1
2
月
末
か
ら
2
0
0
9
年
1
月
中
旬
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
大
攻
撃
①

•
2
0
1
0
年
5
月
3
1
日
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
特
殊
部
隊
が
、
ガ
ザ
自
由
船
団
を
攻
撃
。
2
0
1
0
年
6
月
末
：
封
鎖
の
一
部

解
除

•
2
0
1
2
年
1
1
月
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
大
規
模
攻
撃
②

•
2
0
1
4
年
7
月
か
ら
8
月
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
大
規
模
攻
撃
③

•
2
0
1
8
年
3
月
末
～
：
故
郷
へ
の
帰
還
と
占
領
終
結
を
求
め
る
一
斉
行
動
の
開
始
（
被
占
領
地
）
。
イ
ス
ラ
エ
ル
軍

が
武
力
鎮
圧
（
死
傷
者
多
数
）

•
2
0
2
1
年
5
月
：
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
大
規
模
攻
撃
④

•
2
0
2
3
年
1
0
月
7
日
：
ハ
マ
ー
ス
に
よ
る
越
境
攻
撃
。
以
後
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
激
し
い
報
復
攻
撃
⑤

6

憲
法
研
究
者
で
あ
る
＜
わ
た
し
＞
に
と
っ
て
の
ガ
ザ
入
域
の
意
味


封
鎖
と
黙
認
へ
の
挑
戦
・
抵
抗
（
＝
国
際
法
上
、
存
在
し
え
な
い
野
外
監
獄

へ
の
挑
戦
）
・
・
・
憲
法
研
究
者
と
し
て
の
矜
持


細
い
針
で
小
さ
な
、
小
さ
な
穴
を
あ
け
る
作
業
＝
小
さ
な
抵
抗


小
さ
な
抵
抗
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
穴
を
少
し
ず
つ
広
げ
る
作
業

7

講
演
者
撮
影

国
際
法
違
反
の
集
団
懲

罰
を
認
め
な
い
。

平
和
的
生
存
権
は
誰
に
何
を

も
と
め
て
い
る
の
か
（
1
）


「
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐

怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す

る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
」
（
憲
法

前
文
2段
後
半
）


前
文
：
憲
法
の
一
部
と
し
て
法
的
性
質
を
有
す
る

も
の
＋
各
条
文
の
解
釈
基
準
と
し
て
の
意
味

￭
「
わ
れ
ら
」
と
は
誰
か
：
「
日
本
国
民
」

￭
平
和
的
生
存
権
の
権
利
主
体
は
誰
か
：

「
全
世
界
の
国
民
」

￭
「
ひ
と
し
く
」
と
法
の
支
配
の
関
係
性
：
公

平
性
を
前
提
と
す
る
。
→
命
の
格
差
の
否
定

￭
「
恐
怖
」
と
「
欠
乏
」
と
は
何
か
。
そ
の
連

関
性
と
は
。

8

5
6

7
8
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平
和
的
生
存
権
は
誰
に
何
を

も
と
め
て
い
る
の
か
（
2
）


平
和
的
生
存
権
の
「
確
認
」
作
業

と
し
て
の
実
践
／
行
動
と
は


人
権
侵
害
を
黙
認
し
な
い
。


恐
怖
や
欠
乏
を
生
み
出
す
構

造
を
見
据
え
な
が
ら
、
こ
れ

ら
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
人
々

に
心
を
寄
せ
る
。


上
記
の
構
造
に
挑
戦
す
る
た

め
の
行
動
を
で
き
る
限
り
す

る
。

9

被
占
領
地
で
あ
る
こ
と
の
法
的
根
拠


2
0
0
5
年
の
ガ
ザ
か
ら
の
入
植
地
と
軍
の
撤
退
は
。
必
ず
し
も
占
領
終
結
を
意
味
す
る
わ
け
で
は

な
い
。


国
際
法
上
の
占
領
の
定
義


陸
戦
ノ
法
規
慣
例
ニ
関
ス
ル
規
則
（
＝
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
の
附
属
書
）
4
2条

「
一
地
方
ニ
シ
テ
事
実
上
敵
軍
ノ
権
力
内
ニ
帰
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
、
占
領
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ

ト
ス
。
占
領
ハ
右
権
力
ヲ
樹
立
シ
タ
ル
且
之
ヲ
行
使
シ
得
ル
地
域
ヲ
以
テ
限
ト
ス
。
」


事
実
上
の
実
効
支
配
を
意
味
す
る
。


占
領
軍
が
内
部
に
存
在
（
こ
れ
自
体
は
占
領
を
構
成
す
る
一
要
素
）
し
な
く
な
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
占
領
が
直
ち
に
一
律
終
結
し
た
と
は
い
え
な
い
。
レ
ベ
ル
に
よ
る
。


封
鎖
下
の
ガ
ザ
で
起
き
て
き
た
構
造
的
暴
力
の
要
因
や
背
景
は
、
4
2
条
が
い
う
「
占
領
」
下

で
な
け
れ
ば
説
明
し
え
な
い
。


イ
ス
ラ
エ
ル
に
と
っ
て
の
被
占
領

地
：
「
係
争
地
」
扱
い


ハ
マ
ー
ス
と
の
闘
い
：
非
国
際
的
武

力
紛
争
扱
い
（
意
図
は
ど
こ
に
？
）

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
4
条
約

（
＝
占
領
し
て
い
な
い

か
ら
適
用
さ
れ
な
い
と

い
う
論
理
）
そ
の
他
の

条
約
・
規
則
の
フ
ル
適

用
を
回
避
（
適
用
さ
れ

る
条
約
を
減
ら
す
）
。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
占
領
下
の
統
治
・
支
配
の
方
法
（
1
）
（
参
考
）


オ
ス
ロ
合
意
問
題
：
和
平
合
意
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
植
民
地
支
配
を
強
化
す
る
も
の
。
重
要
事

項
（
難
民
の
帰
還
権
、
入
植
地
、
エ
ル
サ
レ
ム
帰
属
、
国
境
画
定
）
は
す
べ
て
後
回
し
。


被
占
領
地
内
(東
エ
ル
サ
レ
ム
を
含
む
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
と
ガ
ザ
地
区
）
で
地
区
ご
と
に
支
配

の
方
法
が
異
な
る
（
次
頁
）
：
効
率
性
。
た
だ
し
、
分
断
と
隔
離
が
ベ
ー
ス
（
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
）
。

￭
苛
酷
な
管
理
・
統
制
に
よ
る
自
己
決
定
権
の
一
方
的
否
定

￭
日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
が
占
領
政
策
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
：
構
造
的
暴
力
と
い
う
視
点
を
持
つ
必
要
性

￭
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
4
条
約
に
基
づ
く
「
文
民
に
対
す
る
保
護
義
務
」
を
放
棄
（
イ
ス
ラ
エ
ル
：
同
条
約
の
締
約
国
）
。
国
際

機
関
そ
の
他
は
肩
代
わ
り
（
占
領
構
造
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
ジ
レ
ン
マ
）


パ
レ
ス
チ
ナ
人
に
よ
る
独
立
国
家
の
建
国
と
開
発
（
と
り
わ
け
ガ
ザ
＝
反
開
発
）
を
不
可
能
に
す
る
し

く
み
や
制
裁
（
例
え
ば
、
軍
事
封
鎖
や
大
き
な
爆
撃
）
の
導
入
（
＝
オ
ス
ロ
体
制
の
意
味
→
あ
ら
た
な

植
民
地
支
配
の
強
化
）
⇒
イ
ス
ラ
エ
ル
立
法
府
（
ク
ネ
セ
ト
）
に
よ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
の
独
立
承
認
に
反

対
す
る
宣
言
（
2
0
2
4
年
2
月
2
1
日
）


自
由
と
尊
厳
の
侵
害
お
よ
び
（
将
来
に
向
け
た
）
希
望
の
喪
失
：
特
に
ガ
ザ
の
若
者

11

イ
ス
ラ
エ
ル
の
占
領
下
の
統
治
・
支
配
の
方
法
（
2
）
（
参
考
）

•
軍
事
攻
撃
は
人
の
目
に
見
え
や
す
い
む
き
出
し
の
暴
力
で
あ
る
が
、
分
断
・
隔
離
統
治
の
暴
力
は
可
視
化
さ
れ
に

く
い
⇒
関
心
が
向
か
な
い
。

￭
東
エ
ル
サ
レ
ム


家
屋
破
壊
：
建
築
許
可
取
得
の
困
難
さ


ユ
ダ
ヤ
化
政
策
：
ユ
ダ
ヤ
人
人
口
の
優
位
化
を
図
る
、
入
植
地
の
拡
大


隔
離
壁
に
よ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
分
断
：
居
住
権
・
市
民
権
等
へ
の
影
響

￭
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区


西
岸
内
を
入
植
地
、
検
問
所
、
道
路
ブ
ロ
ッ
ク
、
隔
離
壁
等
に
よ
っ
て
細
分
化


分
断
政
策
・
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
体
制
：
人
種
差
別
撤
廃
条
約
3
条
（
人
種
隔
離
お
よ
び
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
防
止
・

禁
止
・
根
絶
を
締
約
国
に
求
め
る
）
、
国
際
刑
事
裁
判
所
規
程
7
条
（
i）
（
人
道
に
対
す
る
犯
罪
と
し
て
の
ア
パ
ル

ト
ヘ
イ
ト
犯
罪
）

￭
ガ
ザ 
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
、
封
鎖
・
包
囲
（
フ
ェ
ン
ス
や
壁
で
封
鎖
）
、
移
動
の
大
幅
な
制
限
（
人
・
物
）
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の

支
配


住
民
に
対
す
る
緩
慢
な
窒
息
作
戦
→
あ
ら
た
な
方
向
へ
（
根
は
同
じ
）
民
族
浄
化
。
追
放
の
可
能
性

12

9
10

11
12
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無
差
別
の
猛
攻
撃
（
仮
に
「
自
衛
権
」
の
行
使
が
正
当
化
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に

超
え
て
い
る
）


非
国
家
主
体
に
対
す
る
自
衛
権
の
行
使
は
可
能
か
（
国
際
司
法
裁
判
所
等
の
見
解
参
照
）
。


占
領
下
に
置
い
て
い
る
土
地
・
人
々
に
対
し
、
自
衛
権
が
行
使
さ
れ
る
と
ど
う
な
る
可
能
性
が
あ
る

か
。
←
い
ま
、
ま
さ
に
そ
の
怖
さ
を
目
に
し
て
い
る
。


注
意
す
べ
き
は
、
無
差
別
攻
撃
（
無
誘
導
弾
を
相
当
使
っ
て
い
る
）
と
し
て
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
無
差

別
攻
撃
で
も
と
り
わ
け
ど
こ
が
狙
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
（
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
＋
存
在
の
証
）
を
見
る

べ
き
。
そ
れ
に
よ
り
、
攻
撃
の
意
図
が
よ
く
見
え
る
。


病
院
・
学
校
（
避
難
所
）
・
人
口
密
接
地
・
大
学
（
全
大
学
破
壊
）
・
貯
水
池
や
給
水
タ
ン
ク
、
裁

判
所
・
公
文
書
館
・
市
役
所
・
モ
ス
ク
（
北
部
全
滅
）
や
教
会
等
の
破
壊


狙
わ
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト


先
に
北
部
の
包
囲
と
徹
底
的
な
破
壊
⇒
南
部
や
中
部
の
破
壊
へ


ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
常
に
握
っ
て
き
た
占
領
者
が
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
生
死
ギ
リ
ギ
リ
の
ラ
イ
ン
で
は
な
く
、

そ
れ
を
超
す
レ
ベ
ル
に
も
っ
て
い
く
こ
と
の
意
味


追
い
込
み
＋
「
支
配
者
」
で
あ
る
こ
と
を
見
せ
つ
け
る
（
＝
D
V
加
害
者
論
理
と
酷
似
）
。


破
壊
と
追
放
・
・
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
的
状
況
、
南
ア
フ
リ
カ
の
挑
戦
（
国
際
司
法
裁
判
所
へ
の
提

訴
：
予
備
公
聴
会
→
暫
定
措
置
命
令
・
・
・
別
頁
で
説
明
）

①
北
部
の
壊
滅
的
破
壊

↓
②
南
部
に
人
を
「
避
難
」
の
名
の
下
で
移
動
を
強
い
る

（
意
に
反
す
る
移
送
＝
国
際
法
違
反
）
。

↓
③
多
数
が
移
動
し
た
南
部
（
過
密
状
態
）
で
も
、
北
部
以
上
の
猛
攻
撃
。
中
部
で
も
猛
攻
撃

⑤
壊
滅
的
攻
撃
に
よ
り
、
ガ
ザ
住
民
の
生
活
の
営
み
を
さ
ら
に
不
可
能
に
し
、

「
避
難
」
の
名
の
下
で
ガ
ザ
か
ら
追
放
し
た
い
願
望

④
最
南
部
で
の
ラ
フ
ァ

（
1
0
0
万
人
以
上
の
避
難
民

が
押
し
寄
せ
、
1
4
0
万
人
の

人
々
が
い
る
）
に
対
す
る

地
上
戦
へ
（
さ
ら
な
る
地

獄
）

戦
後
の
ガ
ザ
統
治
計
画
の
公
表
（
2
0
2
4
年
2
月
2
2
日
）


非
軍
事
化
&
非
過
激
化


国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
救
済
事
業
機
関
（
U
N
R
W
A
）
解
体


独
立
国
家
承
認
反
対


イ
軍
の
内
部
で
の
活
動
の
自
由
化


ハ
マ
ー
ス
等
の
武
装
勢
力
以
外
の
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
暫

定
統
治

「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
（
集
団
殺
害
犯
罪
）
の
重
み
：
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
2
条
・
国
際
刑
事
裁
判

所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
6
条
（
下
記
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
2
条
の
外
務
省
条
約
局
仮
訳
）

第
2
条

こ
の
条
約
で
は
、
集
団
殺
害
と
は
、
国
民
的
、
人
種
的
、
民
族
的
又
は
宗
教
的
集
団
を
全
部
又

は
一
部
破
壊
す
る
意
図
を
も
つ
て
行
わ
れ
た
次
の
行
為
の
い
ず
れ
を
も
意
味
す
る
。

(
a
)
集
団
構
成
員
を
殺
す
こ
と
。

(
b
)
集
団
構
成
員
に
対
し
て
重
大
な
肉
体
的
又
は
精
神
的
な
危
害
を
加
え
る
こ
と
。

(
c
)
全
部
又
は
一
部
に
肉
体
の
破
壊
を
も
た
ら
す
た
め
に
意
図
さ
れ
た
生
活
条
件
を
集
団

に
対
し
て
故
意
に
課
す
る
こ
と
。

(
d
)
集
団
内
に
お
け
る
出
生
を
防
止
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
措
置
を
課
す
る
こ
と
。

(
e
)
集
団
の
児
童
を
他
の
集
団
に
強
制
的
に
移
す
こ
と
。

＊
青
字
と
下
線
は
講
演
者
に
よ
る
。

「
集
団
殺
害
」
と
い
う
訳
は
適
切
で
は
な
い
。

集
団
の
破
壊
の
意
図
が
あ

る
こ
と
を
基
軸
と
す
る
。

根
っ
こ
に
あ
る
発
想
は
同
じ

シ
オ
ニ
ズ
ム
（
ユ
ダ
ヤ
人
国
家
を
つ
く
る
建
国
思
想
）
の
排
他
性
⇒
パ
レ
ス
チ
ナ
人
は
追
放
対
象

緩
慢
な
窒
息
作
戦

あ
か
ら
さ
ま
な
＆
急
速
な
窒
息
作
戦
、

根
絶
や
し
・
追
放
作
戦
の
方
向
へ

2
0
0
7
年
以
降
の
厳
し
い
封
鎖

現
在

集
団
の
破
壊
を
意
図
す
る

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
道

2
0
2
4
年
3
月
1
5
日
現
在
、
国
連
人
道
問
題
調
整
事
務
所
の
H
P
よ
り

死
者
：
3
1
,
4
9
0
人

負
傷
者
：
7
3
,
4
3
9
人

避
難
民
：
約
1
7
0
万
人
（
ガ
ザ
人
口
の
7
5
%
）

破
壊
さ
れ
た
家
屋
：
7
万
軒
以
上

部
分
的
に
破
壊
さ
れ
た
家
屋
：
2
9
万
軒
以
上

死
者
の
約
7
割
が

子
ど
も
と
女
性

民
族
浄
化

ガ
ザ
の
家
屋

の
6
0
%
以
上

部
分
的
に
稼
働
し
て
い
る
病
院
・
ク

リ
ニ
ッ
ク
も
少
数
。
軍
事
攻
撃
＋
飢

餓
＋
感
染
症
等
に
よ
る
死
を
強
い
ら

れ
る
人
々
（
次
頁
）

ず
っ
と
ブ
ラ
ッ
ク
ア
ウ
ト

13
14

15
16
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爆
撃

過
酷
な
医
療
体
制
（
爆
撃
、

停
電
、
医
療
品
不
足
、
医
療

関
係
者
の
死
傷
、
搬
送
の
困

難
さ
）
。
部
分
的
に
機
能
し

て
い
る
病
院
(
ガ
ザ
渓
谷
北

部
6か
所
、
同
渓
谷
南
部
6か

所
の
み
）

＊
ガ
ザ
内
の
病
院
数
：
3
5か

所
（
L
an
c
et
)

避
難
を
強
い
ら
れ
、

過
密
に
な
っ
た
南
部

等
で
の
感
染
症
の
蔓

延
。

未
処
理
の
水
に
起
因

す
る
感
染
症

人
道
支
援
物
資
に
対
す
る
搬

入
制
限
に
よ
る
食
料
不
足
が

引
き
起
こ
し
て
い
る
飢
餓

（
＝
飢
餓
を
武
器
と
し
て
い

る
。
意
図
的
）
。
食
料
配
布

に
集
ま
る
人
々
へ
の
攻
撃
等

ガ
ザ
の
人
々
を
取
り
巻
く
4
つ
の
死
：
人
為
的
原
因

麻
酔
な
し
の
手
術

（
切
断
手
術
、
帝
王
切
開

を
含
む
）

透
析
や
抗
が
ん
剤
治
療
等
を
必

要
と
す
る
人
々
は
ど
こ
に
？

停
電
で
医
療
機
器
も
使
え
な
い
。

一
家
全
滅
の
パ
タ
ー
ン
や
子
ど
も
だ

け
生
き
残
っ
た
パ
タ
ー
ン
も
多
い
。

親
と
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
子
ど
も
、

保
護
者
の
付
き
添
い
が
な
い
子
ど

も
：
1
7
,
0
0
0
人
の
可
能
性
（
国
連
人

道
問
題
調
整
事
務
所
）

子
ど
も
た
ち
な
ど
へ
の
精
神
的
ケ

ア
が
必
要
：
1
0
0
万
人
（
国
連
人
道

問
題
調
整
事
務
所
）

特
に
北
部
。
通
信
網
が
切
ら

れ
て
い
る
た
め
、
支
援
物
資

の
搬
送
に
支
障
。

U
N
R
W
A
へ
の
資
金
拠
出
一
時

停
止
問
題
が
拍
車
を
か
け
る

<
異
常
>
さ

①
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
強
く
疑
わ
せ
る
事
態
、
人
道
に
対
す
る
罪
や
戦
争
犯
罪
等
で
関
係
者
が
た
く
さ
ん
訴
追
さ
れ

て
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
出
来
事
が
連
続
し
て
起
き
続
け
て
い
る
こ
と
。

②
そ
う
し
た
状
況
に
対
す
る
批
判
が
国
際
的
に
高
ま
っ
て
い
る
な
か
で
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
「
普
通
」
に
無
視
し

て
、
け
っ
し
て
や
め
よ
う
と
し
な
い
こ
と
。

③
上
記
の
著
し
い
重
大
な
犯
罪
が
頻
発
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
の
に
、
ま
た
国
連
の
独
立
専
門
家
に
よ
る

懸
念
の
声
を
無
視
し
、
特
に
大
国
が
「
自
衛
権
」
の
行
使
の
名
の
下
で
そ
れ
ら
を
正
当
化
し
て
き
た
こ
と
（
＝
水
、

食
料
、
電
気
も
な
い
状
況
を
強
い
る
こ
と
の
暴
力
性
へ
の
加
担
）
。

④
北
部
か
ら
南
部
へ
「
避
難
」
を
強
い
て
（
意
に
反
す
る
行
為
）
、
多
数
が
移
動
し
た
南
部
で
猛
撃
。
←
人
を
南

部
に
移
動
さ
せ
て
攻
撃
す
る
と
「
目
的
」
を
達
成
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
は
（
基
本
的
に
「
追
い
出
し
た
い
」

と
い
う
の
が
イ
ス
ラ
エ
ル
建
国
時
か
ら
の
発
想
：
シ
オ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
侵
略
的
建
国
）
。

⑤
安
保
理
に
お
け
る
米
国
の
拒
否
権
発
動
（
最
近
で
は
、
2
0
2
4年
2月
2
0日
）
に
翻
弄
さ
れ
る
国
連

⑥
法
の
支
配
の
問
題
を
政
治
化
に
よ
り
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
動
き
（
国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
救
済
事
業
機
関

U
N
R
W
A
叩
き
の
意
図
か
ら
）

ガ
ザ
攻
撃
は
、
国
際
法
に
基
づ
く
「
秩
序
」
に
対
す

る
お
ぞ
ま
し
い
挑
戦
で
あ
り
、
法
の
支
配
の
破
壊
で

も
あ
る
。


2
0
2
3
年
1
0
月
時
点
で
現
在
の
状
況
を
予
測


初
期
の
段
階
か
ら
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
の
可
能
性
を
疑
う

（
イ
ス
ラ
エ
ル
の
閣
僚
に
発
言
や
破
壊
の
規
模
の
大
き
さ
）


実
験
場
と
し
て
の
ガ
ザ
。
成
功
す
る
と
西
岸
で
実
施
。

南
ア
フ
リ
カ
に
よ
る
国
際
司
法
裁
判
所
へ
の
提
訴
（
2
0
2
3
年
1
2
月
）
に
つ
い
て
①


な
ぜ
南
ア
フ
リ
カ
が
？


ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
と
い
う
共
通
点
（
1
9
9
4
年
に
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
を
撤
廃
）


パ
レ
ス
チ
ナ
の
最
大
支
持
国
：
国
際
司
法
裁
判
所
に
持
ち
込
む
と
し
た
ら
、
南
ア
フ
リ
カ
だ
ろ
う

と
の
推
測
（
清
末
の
個
人
的
推
測
）


も
ち
ろ
ん
国
内
事
情
は
あ
る
が
、
上
記
2
点
が
重
要


当
事
者
間
対
世
的
原
告
適
格
（
ガ
ン
ビ
ア
に
よ
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
提
訴
参
考
）


ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
依
拠
し
た
提
訴
（
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を
犯
し
て
い
る
）


国
際
司
法
裁
判
所
で
あ
る
こ
と
の
意
味
：
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
的
行
為
を
止
め
る
、
停
戦
の
た
め
に
は

個
人
の
訴
追
で
は
な
く
、
ま
ず
は
国
家
間
・
国
と
地
域
間
の
問
題
を
取
り
扱
う
国
際
司
法
裁
判
所

へ
の
提
訴
が
重
要
・
・
・
第
一
義
的
に
は
「
暫
定
措
置
命
令
」
を
求
め
る
目
的


国
際
刑
事
裁
判
所
は
個
人
に
対
す
る
訴
追
（
並
存
可
能
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
安
保
理
が
機
能
し

な
い
中
で
停
戦
を
求
め
る
な
ら
国
際
司
法
裁
判
所
へ
の
提
訴
。


ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
と
南
ア
フ
リ
カ


ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
成
立
背
景
と
イ
ス
ラ
エ
ル
：
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
（
そ
の
皮
肉
と
学
び
）

17
18

19
20
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南
ア
フ
リ
カ
に
よ
る
国
際
司
法
裁
判
所
（
2
0
2
3
年
1
2
月
）
へ
の
提
訴
に
つ
い
て
②


2
02
4年
1月
12
日
と
13
日
：
予
備
公
聴
会
（
南
ア
フ
リ
カ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
双
方
）


2
02
4年
1月
26
日
：
暫
定
措
置
命
令
（
6項
目
）
⇒
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
蓋
然
性
。
即
時
停
戦
は
入
ら
な
か
っ
た
が
、

か
な
り
踏
み
込
ん
だ
画
期
的
判
断
。
事
実
上
、
南
ア
フ
リ
カ
の
「
勝
利
」
。
し
か
し
、
戦
闘
を
止
め
る
気
配
な

し
。
→
南
ア
が
国
際
司
法
裁
判
所
規
則
7
5条
1項
に
基
づ
き
緊
急
要
請
へ
：
先
の
暫
定
措
置
命
令
が
網
羅
す
る

範
囲
で
あ
る
た
め
、
追
加
発
令
な
し
（
←
即
時
か
つ
効
果
的
に
従
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と

い
う
意
味
で
評
価
す
べ
き
も
の
）
。
→
3月
6日
に
飢
餓
に
対
す
る
追
加
暫
定
措
置
請
求
。


国
際
司
法
裁
判
所
の
決
定
と
法
的
拘
束
力
：
拘
束
力
は
あ
る
が
、
そ
の
履
行
の
強
制
は
で
き
な
い
難
し
さ
。
し

か
し
、
圧
力
に
は
な
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
U
NR
WA
の
資
金
拠
出
一
時
停
止
を
も
た
ら

す
た
め
の
ロ
ビ
ー
イ
ン
グ
（
嫌
が
ら
せ
目
的
、
代
打
国
：
米
国
、
日
本
等
）
。

【
6
項
目
】

①
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
防
止
措
置
を
講
じ
る
こ
と
：
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
2
条
で
明
記
さ
れ
て
い
る
行
為
す
べ
て
。
と
り

わ
け
（
a
）
（
b
）
（
c
）
（
d
）

②
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
上
記
の
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
。

③
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
指
示
・
扇
動
に
対
す
る
防
止
・
処
罰
の
措
置
を
講
じ

る
こ
と
。

④
ガ
ザ
の
人
々
に
必
要
と
さ
れ
る
基
礎
的
な
サ
ー
ビ
ス
と
人
道
支
援
の
提
供
を
可
能
と
す
る
措
置
を
直
ち
に
講
じ
る
こ

と
。

⑤
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
関
す
る
証
拠
隠
滅
防
止
と
証
拠
の
保
全
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

⑥
国
際
司
法
裁
判
所
に
対
し
、
暫
定
措
置
命
令
の
履
行
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
を
一
か
月
以
内
に
報
告
す
る
こ
と
。

停
戦

封
鎖
解
除

オ
ス
ロ
体
制

の
終
結
・
占

領
終
結

日
本
国
憲
法
に
基
づ
き
、
日
本
政
府
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
＆
日
本
政
府
が
す
べ
き
こ
と


自
衛
権
の
行
使
を
前
提
に
し
て
、
ガ
ザ
の
人
道
危
機
へ
の
対
応
を
す
る
こ
と
で
は
な
い
。


「
全
世
界
の
国
民
の
平
和
的
生
存
権
」
（
日
本
国
憲
法
前
文
）
に
基
づ
き
、
ガ
ザ
の
人
々
が
強

い
ら
れ
て
い
る
「
恐
怖
」
と
「
欠
乏
」
を
な
く
す
行
動
を
す
る
こ
と
。
→
そ
の
意
味
で
は
、

U
N
R
W
A
へ
の
資
金
拠
出
一
時
停
止
は
あ
り
得
な
い
。


日
本
国
憲
法
9
8
条
2
項
に
基
づ
き
、
国
際
法
に
基
づ
く
法
の
秩
序
・
支
配
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
問
題
化
し
、
国
際
法
違
反
に
加
担
し
な
い
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
（
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
禁

止
に
か
か
る
国
際
法
上
の
一
般
慣
習
法
化
。
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
締
約
国
で
な
く
て
も
動
く

こ
と
が
で
き
る
）
。
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２０２４．３．２０ イラク戦争２１年シンポジウム 

戦争をどう止めるか？ 

～イラク・ウクライナ・ガザからの気づき 

 

◎イラク戦争からの気づき 

＊「無駄な戦争」だった 

 大量破壊兵器を武装解除する目的･･･初めからなかった 

  「皆が間違えた」（G.W.ブッシュ） 

   ⇒政策決定者が間違えるという教訓 

＊無駄な戦争で死ぬのは「無駄死に」 

 自衛隊：一人の戦死もなかったが、死んでいたら何と言うのか？ 

 米 軍：帰還兵のトラウマ・人格障害 

   ⇒無駄な戦争をしてはいけない 

 

◎ウクライナ戦争からの気づき 

＊効かなかった米国の抑止力 

 「米軍を送れば世界戦争になる」･･･台湾でも同じ 

   ⇒大国間の相互抑止関係の破綻（「大国に頼れば安心」ではなくなった） 

＊外交の機会はいくらでもあった 

 NATO 拡大へのロシアの不満・米欧は、真剣に対応していない 

   ⇒外交がなければ、軍事力だけでは戦争を防げない 

＊始まった戦争は終わらない 

  「ウクライナの敗北も、ロシアの崩壊も望まない」 



  武器を止めれば戦争は終わるが、抵抗・殺戮は続く 

   ⇒戦争は容易・終戦は困難 

 

◎ガザ戦争からの気づき 

＊イスラエルは、「愚かな戦争」をしている 

  ハマス殲滅＝大量殺戮で、イスラエルの安全・平和はない 

＊解決の道筋は明らかなのに・・・ 

  問題は、パレスチナに生活基盤がないこと 

   ⇒砲弾と絶望よりも生活の場と希望を 

     

 

◎世界の構造変化 

＊失われる大国支配の正統性 

  ロシアへの拒絶・米国の孤立・動かない中国 

   ⇒機能マヒしたのは国連ではなく大国主導のシステム 

    大国の拒否権から大国への拒否権へ 

  気候変動に対応できない大国 

   ⇒自由主義 vs 専制主義では、地球規模の問題を解決できない 

＊非戦の国際世論 



ロシア非難決議に１４１国が賛成・ガザ休戦決議に１５３国が賛成

＊ＢＲＩＣＳとミドル・パワーの動き 

サウジがウクライナ停戦会議・南アがガザ停戦提案

  制裁に反対するインド・ブラジル・インドネシア 

⇒同盟とＧ７に埋没する日本

◎台湾有事は日本有事か？

＊台湾有事=中台戦争・米国が参戦すれば米中戦争 

日本が協力すれば日中戦争＜協力拒否なら同盟崩壊・協力すればミサイル＞ 

  ･･･政治家の判断にかかっている 

＊台湾をめぐる抑止と安心供与 

抑止 deterrence：恐怖による抑制･･･相手の意志に左右される 

⇒兵器に頼れば軍拡競争

安心供与 reassurance：相手の利益を保証して戦争意志を抑制 

   中国：分離独立なら武力行使 米国：武力行使なら台湾防衛 

   台湾：統一も戦争も望まない  

⇒＜現状維持＞という安心供与の道がある 

◎戦争を止めるために考えること

＊戦争は、国家の行為であり政治の選択 

 政治は、国民が選択する⇒多様な外交を 

＊戦争体験が風化するなかで 

誰が戦場に行くのか？･･･一人の人間として 

戦争以外の選択肢はないのか？･･･主権者として   





 
『九月、東京の路上で 1923 年関東大震災ジェノサイドの残響』の著者、加藤直樹氏が『ウクライナ侵略を考える』（あ

けび書房）を出版する。 

 4 月 3 日の発売を前に、講演会を開催することにした。（主催；草の実アカデミー、協賛：あけび書房・市民社会フォー

ラム） 

 日本と東アジアの関係を深く考察してきた加藤さんは、2 年前のロシアによる対ウクライナ全面侵攻以降、ウクライナ

について猛勉強を始めた。 

 そしてウクライナという国や国民性、社会や文化など様々な発見をしたという。特筆すべきは、ロシアとウクライナの関

係は、日本と東アジアの関係と瓜二つであることを強く認識したことだろう。 

「嫌韓」の理屈と感性は「嫌ウクライナ」の理屈と感性とそっくりであることを、実感をともなって感じた、と言い換えること

もできる。 

 いったいこのような事態をもたらす根っこは何か。ルーツはどこにあるのか。 

 講演では、「ロシア擁護論」とは何かを定義し、ウクライナに対する世論形成の元に言及する。それは、日本や世界を

考えるための参考にもなるだろう。 


